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(証券コード8512) 
平成25年３月14日 

 
株 主 各 位 
 

大阪市中央区北浜二丁目４番６号 

大 阪 証 券 金 融 株 式 会 社 

取締役社長 堀 田 隆  夫 

 

臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知 
 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、当社臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会を下記のとおり開

催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。 

 なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、後記臨時株主総会参考書類及び普通株主様による種類株主総会参考書

類をご検討下さいまして、お手数ながら同封の議決権行使書用紙に議案に対する

賛否をご表示いただき、来る平成25年３月28日（木曜日）午後５時20分までに当

社に到着するよう折返しご送付いただきたくお願い申し上げます。 

敬 具 

記 

 
日   時 平成25年３月29日（金曜日）午前10時 

会   場 大阪市中央区北浜二丁目４番６号 

 大証金ビルディング６階会議室 

目 的 事 項  

【臨時株主総会】  

 決 議 事 項  

  第１号議案 当社と日本証券金融株式会社との合併契約承認の件 

  第２号議案 自己株式（第一種優先株式）取得の件 

【普通株主様による種類株主総会】  

 決 議 事 項  

  議   案 当社と日本証券金融株式会社との合併契約承認の件 
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インターネットによる開示事項について 

 臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会の招集ご通知に際して提供す

べき書類のうち、以下の事項につきましては、法令及び定款第16条に基づき、イ

ンターネット上の当社ウェブサイト（http://www.osf.co.jp/）に掲載しておりま

す。 

 臨時株主総会参考書類「第１号議案 当社と日本証券金融株式会社との合併

契約承認の件｣ 及び普通株主様による種類株主総会参考書類「議案 当社と日

本証券金融株式会社との合併契約承認の件｣ のうち、｢日証金の最終事業年度に

係る計算書類等の内容」における事業報告「会計監査人に関する事項｣、｢取締

役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他

株式会社の業務の適正を確保するための体制に関する事項｣、連結注記表及び個

別注記表として表示すべき事項。 

以 上 
  
○当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますよう

お願い申し上げます。 

○代理人によるご出席の場合は、委任状を議決権行使書用紙とともに会場受付にご提出下さい。

(なお、代理人の資格は、当社の議決権を有する他の株主様１名に限ることとさせていただきま

す｡） 

○臨時株主総会参考書類及び普通株主様による種類株主総会参考書類に修正が生じた場合は、イ

ンターネット上の当社ウェブサイト（http://www.osf.co.jp/）に掲載させていただきます。 
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臨時株主総会参考書類 
 

議案及び参考事項 

 

 第１号議案 当社と日本証券金融株式会社との合併契約承認の件 

１．合併を行う理由 

当社と日本証券金融株式会社（以下「日証金」といいます｡）は、それぞ

れ株式会社大阪証券取引所、株式会社東京証券取引所において貸借取引業

務を担う指定証券金融会社として、株式市場における重要なインフラ機能

を担ってまいりました。 

ご承知のとおり株式会社東京証券取引所グループ及び株式会社大阪証券

取引所が、平成25年１月１日付で合併し、株式会社日本取引所グループが

発足いたしました。今後、株式会社日本取引所グループは、現物市場運営

会社、デリバティブ市場運営会社、自主規制法人、清算機関を傘下に持つ

企業グループを形成することとなっております。当社及び日証金は、この

ような証券取引所の再編の動きについての認識を共有し、平成24年10月15

日に公表いたしましたとおり、株式市場の参加者及び投資家の利便性向上

並びに市場の効率性向上といった観点から、経営統合に向けた協議を行っ

てまいりました。 

その結果、今般、両社は、システム統合等を推進することにより大きな

シナジー効果が得られるとの認識で一致し、平成25年１月30日開催の各社

の取締役会の承認を得た上で、当社を吸収合併消滅会社とし、日証金を吸

収合併存続会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます｡）を実施する

ために合併契約（以下「本合併契約」といいます｡）を締結し、平成25年１

月30日にその旨を公表いたしました。 

合併新会社におきましても、証券取引所において貸借取引業務を担う指

定証券金融会社として、株式市場の参加者及び投資家の利便性向上を通し

て証券市場の発展に貢献するという社会的使命を着実に果たしてまいりた

いと考えております。 

株主の皆様におかれましては、何卒本合併の趣旨にご賛同いただき、本

合併契約のご承認を賜りますようお願い申し上げます。 
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２．合併契約の内容の概要 

当社及び日証金が平成25年１月30日付で締結した本合併契約の内容は、

以下のとおりであります。 

 

合併契約書 

日本証券金融株式会社（以下「甲」という｡）及び大阪証券金融株式会社（以下 

｢乙」という｡）は、甲乙間の合併に関し、平成25年１月30日（以下「本締結日｣ 

という｡）付で、以下のとおり合併契約（以下「本契約」という｡）を締結する。 

 

第１条（合併の方法） 

1. 甲及び乙は、本契約に定めるところに従い、甲を吸収合併存続会社、乙を

吸収合併消滅会社として吸収合併（以下「本合併」という｡）を行う。 

2. 本合併は、乙が、甲と乙の間で別途合意するところに従い、その発行済第

一種優先株式全部を当該第一種優先株式の株主から取得（以下「本優先株

式取得」という｡）し、乙がその全てを消却することを停止条件として、そ

の効力が生ずるものとする。 

 

第２条（商号及び住所） 

甲及び乙の商号及び住所は、次の各号に掲げるとおりである。 

 

(1) 甲（吸収合併存続会社） 

商号：日本証券金融株式会社 

住所：東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番10号 

 

(2) 乙（吸収合併消滅会社） 

商号：大阪証券金融株式会社 

住所：大阪市中央区北浜二丁目４番６号 

 

第３条（本合併に際して交付する株式及びその割当てに関する事項） 

1. 甲は、本合併に際して、本合併の効力発生日前日の最終の乙の株主名簿に

記載又は記録された株主のうち甲及び乙を除く者に対して、その所有する

乙の普通株式１株につき、甲の株式0.39株の割合をもって、割当交付する。 

2. 前項の場合において、同項所定の株主に対して交付しなければならない甲

の株式の数に１株に満たない端数があるときは、甲は、会社法第234条の規

定に従って、その端数を処理するものとする。 

3. 乙の発行済第一種優先株式については、乙が本合併の効力発生前に本優先

株式取得を行いその全てを消却するため、本合併に際してこれに代わる金

銭等の割当交付を行わないものとする。 
  



― (5) ― 

第４条（資本金及び準備金の額に関する事項） 

甲が本合併に際して増加する資本金、資本準備金及び利益準備金の額は、いず

れも０円とする。 

 

第５条（効力発生日） 

本合併の効力発生日は、平成25年７月22日とする。但し、本合併の手続の進行

上の必要性その他の事由により必要な場合には、甲及び乙は協議し合意の上、こ

れを変更することができる。 

 

第６条（合併契約の承認株主総会） 

1. 甲は、会社法第796条第３項の規定に基づき、本契約について同法第795条

第１項に定める株主総会の承認を得ないで本合併を行う。但し、同法第796

条第４項の規定により、甲の株主総会の決議による本契約の承認を得るこ

とが必要となった場合には、甲は、効力発生日の前日までに開催される甲

の株主総会において、本契約の承認を求めるものとする。 

2. 乙は、平成25年３月下旬開催予定の臨時株主総会及び普通株主による種類

株主総会並びに第一種優先株主による種類株主総会において、本契約及び

本合併に必要な事項に関する承認を求めるものとする。但し、本合併の手

続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、甲及び乙は協議

し合意の上、これを変更することができる。 

 

第７条（定款の変更） 

甲は、本合併に際し甲の定款の変更が必要となった場合には、乙と協議の上定

款変更案を策定し、効力発生日の前日までに開催される甲の株主総会において、

本合併の効力が発生することを停止条件として当該定款変更を行う旨の議案を上

程し、その承認を求めるものとする。 

 

第８条（会社財産の引継） 

乙は、平成25年３月31日現在の貸借対照表その他同日現在の計算書類を基礎と

し、これに効力発生日に至るまでの増減を加除した一切の資産、負債及び権利義

務を本合併の効力発生日において甲に引き継ぐものとし、甲はこれを承継するも

のとする。 
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第９条（善管注意義務） 

甲及び乙は、本締結日後効力発生日に至るまでの間、善良なる管理者としての

注意をもってそれぞれの業務の執行及び財産の管理・運営を行い、それぞれの財

産又は権利義務に重大な影響を及ぼすおそれのある行為については、予め甲及び

乙が協議し合意の上、これを行う。 

 

第10条（自己株式の消却） 

乙は、本合併の効力発生の直前時（以下「基準時」という｡）において乙が有す

る自己株式の全て（本優先株式取得により取得する自己株式及び本合併に際して

行使される会社法第785条第１項に定める反対株主の株式買取請求に係る買取りに

よって取得する自己株式を含む｡）を、効力発生日の前日までに開催する乙の取締

役会決議により、基準時までに消却するものとする。 

 

第11条（本合併の条件の変更及び本契約の解除） 

1. 本締結日後効力発生日に至るまでの間に、本契約に従った本合併の実行の

支障となりうる重大な事象が発生又は判明した場合（本契約締結時に既に

判明していた事象について、本契約締結後に重大であることが判明した場

合を含む｡）には、甲及び乙は、速やかに誠実に協議し合意の上、本契約を

変更又は解除することができるものとする。 

2. 前項に規定される場合のほか、本締結日後効力発生日に至るまでの間に、

天災地変その他の事由により、甲又は乙の資産状態、経営状態について重

大な変動が発生又は判明した場合（本契約締結時に既に判明していた変動

について、本契約締結後に重大であることが判明した場合を含む｡)、甲及

び乙は、速やかに誠実に協議し合意の上、本契約を変更又は解除すること

ができるものとする。 

 

第12条（本契約の効力） 

本契約は、法令により必要とされる甲又は乙の株主総会若しくは種類株主総会

の決議による本契約の承認が得られなかった場合、又は法令に定められた本合併

の実行に必要な関係官庁の認可等が得られない場合は、その効力を失う。 

 

第13条（協議事項） 

本契約に定める事項のほか、本合併に必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲

及び乙が協議し合意の上、これを定める。 

 

本契約締結の証として、本契約書２通を作成し、甲乙記名捺印の上各自１通を

保有する。 
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３．会社法施行規則第182条第１項各号（第５号及び第６号を除く｡）に掲げ

る事項の内容の概要 

(1) 合併対価の相当性に関する事項 

当社は、日証金との間で締結した平成25年１月30日付の合併契約にお

ける合併対価の相当性に関し、以下のとおり判断いたしました。 

 

① 合併対価の総数又は総額の相当性に関する事項 

1) 合併比率 

日証金は、当社の普通株式１株につき、日証金の普通株式0.39株を

割当交付いたします。本合併に伴い、日証金の普通株式１株に満たな

い端数の割当交付を受けることとなる当社の株主の皆様に対しては、

会社法第234条に従い、１株に満たない端数部分に応じた金額をお支

払いいたします。 

 

本合併については、その効力発生日の前日までに当社が発行済第一

種優先株式の全てを取得のうえ消却することを停止条件として効力が

生ずるものとされており、第一種優先株式に対して本合併による株式

の割当交付は行われません。また当社が保有する自己株式は、本合併

の効力発生前に消却される予定であり、これらに対しても本合併によ

る株式の割当交付は行われません。 

 

合併比率 
 

会社名 日証金（存続会社） 当社（消滅会社） 

合併比率 １ 0.39 

 

なお、上記合併比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生

じた場合は、当社及び日証金で協議し合意のうえ、変更することがあ

ります。 

 

当社の普通株式に対する割当てにより交付される日証金の普通株式

の総数は、14,257,943株となる予定です。本合併により割当交付する

日証金の普通株式数については、当社による自己株式の消却等の理由

により今後修正される可能性があります。 
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2) 算定の基礎 

本合併の合併比率については、その算定にあたって公正性・妥当性

を確保するため、当社及び日証金がそれぞれ別個に、両社から独立し

た第三者算定機関に合併比率の算定を依頼することとし、日証金はみ

ずほ証券株式会社（以下「みずほ証券」といいます｡）を、当社は野

村證券株式会社（以下「野村證券」といいます｡）をそれぞれの第三

者算定機関として選定いたしました。 

 

日証金は、みずほ証券から、合併契約締結にあたり、合併比率算定

書の提出を受けております。かかる合併比率算定書における算定結果

の概要は以下のとおりです。 

 

みずほ証券は、両社の財務状況、両社の普通株式の市場株価の動向

等について検討を行ったうえで、日証金及び当社の普通株式の合併比

率について、それぞれ市場株価が存在することから、市場株価基準法

による算定を行うとともに、将来の事業活動の状況を評価に反映する

ため、両社について、金融機関の評価に広く利用される手法である配

当割引モデル法（以下「ＤＤＭ法」といいます｡）による算定を行っ

ております。各手法における算定結果は以下のとおりです。なお、下

記の合併比率の算定レンジは、当社の普通株式１株に割り当てる日証

金の普通株式数を表しております。 

 

採用手法 合併比率の算定レンジ 

市場株価基準法 0.433～0.465 

ＤＤＭ法 0.333～0.411 

 

なお、市場株価基準法では、平成25年１月29日を算定基準日とし、

日証金においては株式会社東京証券取引所市場第一部、当社において

は株式会社大阪証券取引所市場第一部におけるそれぞれの普通株式の

算定基準日の終値、算定基準日から遡る１週間の終値の単純平均値、

同１ヶ月間の終値の単純平均値、同３ヶ月間の終値の単純平均値、同

６ヶ月間の終値の単純平均値を採用しております。 
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みずほ証券は、合併比率の算定に際して、両社から提供を受けた情

報及び公開情報が正確かつ完全であること、合併比率の算定に重大な

影響を与える可能性がある事実でみずほ証券に対して未公開の事実が

ないこと等の種々の前提を置いており、かつ両社の個別の資産又は負

債（簿外資産及び負債、その他偶発債務を含みます｡）について独自

の評価又は査定を行っていないこと等を前提としております。また、

かかる算定において参照した両社の財務見通しについては、両社によ

り得られる最善の予測及び判断に基づき合理的に準備又は作成された

ものであることを前提としております。みずほ証券は、日証金及び当

社各社の財務見通しの正確性、妥当性及び実現可能性について独自の

検証は行っておりません。 

 

当社は、野村證券から、合併契約締結にあたり、合併比率算定書の

提出を受けております。かかる合併比率算定書における算定結果の概

要は以下のとおりです。 

 

野村證券は、両社株式それぞれについて市場株価が存在しているこ

とから市場株価平均法による算定を行うとともに、将来の事業活動の

状況を評価に反映するために、一定の資本構成を維持するために必要

な内部留保等を考慮した後の株主に帰属する利益を各社の資本コスト

で現在価値に割り引くことで株式価値を分析するＤＤＭ法及び両社の

主要な財務指標を基に貢献度を分析する貢献度分析による算定を行い

ました。各手法における算定結果は以下のとおりです。なお、下記の

合併比率の算定レンジは、当社の普通株式１株に割り当てる日証金の

普通株式数を表しております。 

 

採用手法 合併比率の算定レンジ 

市場株価平均法（基準日①） 0.431～0.458 

市場株価平均法（基準日②） 0.414～0.467 

ＤＤＭ法 0.278～0.344 

貢献度分析 0.230～0.357 
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なお、市場株価平均法については、平成25年１月28日を算定基準日

(以下「基準日①」といいます｡）として、日証金においては株式会社

東京証券取引所市場第一部、当社においては株式会社大阪証券取引所

市場第一部における基準日①の株価終値、基準日①から遡る１週間、

１ヶ月間、３ヶ月間及び６ヶ月間の株価終値平均、並びに両社から

｢経営統合に向けた協議の開始について」が公表された平成24年10月

15日を算定基準日（以下「基準日②」といいます｡）として、日証金

においては株式会社東京証券取引所市場第一部、当社においては株式

会社大阪証券取引所市場第一部における基準日②の株価終値、基準日

②から遡る１週間、１ヶ月間、３ヶ月間及び６ヶ月間の株価終値平均

を採用しております。 

 

野村證券は、合併比率の算定に際して、両社から提供を受けた情報

及び一般に公開された情報等を使用し、それらの資料、情報等が全て

正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正

確性及び完全性の検証を行っておりません。また、両社とその関係会

社の資産又は負債（偶発債務を含みます｡）について、個別の各資産

及び各負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っ

ておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりません。

両社の財務予測については両社の経営陣により現時点で得られる最善

の予測と判断に基づき合理的に作成されたことを前提としております。 

 

なお、みずほ証券は日証金から、野村證券は当社から、日証金及び

当社各社の将来の財務見通しの提供を受け、これをＤＤＭ法による分

析の基礎としております。みずほ証券及び野村證券がＤＤＭ法におい

て使用した算定の基礎となる日証金の将来の利益計画については、外

部環境の変化による貸借取引収益の増大等により、業績は堅調に推移

することを見込んでおり、対前年度比較において、大幅な増益となる

事業年度が含まれております。また、みずほ証券及び野村證券がＤＤ

Ｍ法において使用した算定の基礎となる当社の将来の利益計画につい

ては、外部環境の変化による貸借取引収益の増大及び国債の運用益の

影響等により、対前年度比較において、大幅な増益となる事業年度が

含まれておりますが、特別利益の剥落により一部大幅な減益となる事

業年度も含まれております。 
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3) 算定の経緯 

日証金は、みずほ証券による合併比率の算定結果を参考に、当社は、

野村證券による合併比率の算定結果を参考に、それぞれ各社の財務の

状況、資産の状況、経済環境や金融環境の変化等を考慮した一定期間

の市場株価の推移、将来の事業・業績見通し等の要因を総合的に勘案

し、当社及び日証金で合併比率について慎重に交渉・協議を重ねた結

果、平成25年１月30日に、最終的に上記「1) 合併比率」記載の合併

比率が妥当であるとの判断に至り、合意・決定いたしました。 

 

4) 算定機関との関係 

日証金の第三者算定機関であるみずほ証券及び当社の第三者算定機

関である野村證券は、いずれも日証金及び当社とは独立した算定機関

であり、日証金及び当社の関連当事者（連結財務諸表の用語、様式及

び作成方法に関する規則第15条の４に定める関連当事者（連結子会社

を含む｡）又は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第

８条第17項に定める関連当事者をいいます｡）には該当せず、本合併

に関して記載すべき重要な利害関係を有しません。 

 

② 合併対価として当該種類の財産を選択した理由 

当社及び日証金は、本合併に係る当社の株式に対する対価として、

吸収合併存続会社となる日証金の普通株式を選択いたしました。 

当社及び日証金は、日証金の普通株式は株式会社東京証券取引所に

上場されており、流動性を有するため取引機会が確保されること、及

び当社の普通株主の皆様が吸収合併存続会社となる日証金の株式を受

け取ることにより、本合併による統合効果を享受することが可能であ

ることを考慮して、日証金の普通株式を本合併に係る対価とすること

が適切であると判断いたしました。 

 

③ 吸収合併存続会社と吸収合併消滅会社とが共通支配下関係にあると

きは、当該吸収合併消滅会社株式の株主の利益を害さないように留

意した事項 

該当事項はありません。 
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④ 日証金の資本金及び準備金等の額の相当性に関する事項 

本合併に際して増加する日証金の資本金、資本準備金及び利益準備

金の額は以下のとおりです。この取扱いは、本合併後の日証金の資本

政策その他諸事情を総合的に考慮・検討し、法令の範囲内で決定した

ものであり、相当であると考えております。 

1) 増加する資本金の額：   ０円 

2) 増加する資本準備金の額： ０円 

3) 増加する利益準備金の額： ０円 

 

(2) 合併対価について参考となるべき事項 

① 日証金の定款の定め 

 

定       款 

 

第１章 総  則 

（商号） 

第１条 当会社は日本証券金融株式会社と称し、英文ではJAPAN SECURITIES 

FINANCE CO.,LTD.と表示する。 

（目的） 

第２条 当会社は次の業務を営むことを目的とする。 

(1) 信用取引等の決済に必要な金銭又は有価証券を、金融商品取引所が開設す

る取引所金融商品市場の決済機構を利用して貸し付ける業務。 

(2) 金融商品取引業者又はその顧客に対し、金銭を貸し付ける業務（(1)に掲げ

る業務を除く｡)｡ 

(3) 有価証券の担保を徴して金銭を貸し付ける業務（(1)及び(2)に掲げる業務

を除く｡)｡ 

(4) 有価証券の貸借（(1)に掲げる業務を除く｡）又は有価証券の貸借の媒介若

しくは代理業務。 

(5) 有価証券の受渡に関する代理業務。 

(6) 有価証券の管理及び保管に関する業務。 

(7) 有価証券又は各種債権の取得又は譲渡。 

(8) 国債の元利金支払の代理業務。 

(9) その他前各号に付帯又は関連する業務。 
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（本店の所在地） 

第３条 当会社は本店を東京都中央区に置く。 

（機関） 

第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほか次の機関を置く。 

(1) 取締役会 

(2) 監査役 

(3) 監査役会 

(4) 会計監査人 

（公告方法） 

第５条 当会社の公告方法は電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事

由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に

掲載して行う。 

 

第２章 株  式 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は200,000千株とする。 

（自己の株式の取得） 

第７条 当会社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって

市場取引等により自己の株式を取得することができる。 

（単元株式数） 

第８条 当会社の単元株式数は100株とする。 

（単元未満株式についての権利） 

第９条 当会社の株主はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外

の権利を行使することができない。 

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当

てを受ける権利 

（株主名簿管理人） 

第10条 当会社は株主名簿管理人を置く。 

２ 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は取締役会の決議によって定め、これ

を公告する。 

３ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成及び備置きその他の株主名簿及

び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社に

おいては取扱わない。 
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（株式取扱規程） 

第11条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取

締役会において定める株式取扱規程による。 

 

第３章 株主総会 

（株主総会の招集） 

第12条 定時株主総会は、毎事業年度終了の日の翌日から起算して３カ月以内に

招集し、臨時株主総会は必要があるときに随時招集する。 

（定時株主総会の基準日） 

第13条 定時株主総会の議決権の基準日は、毎年３月31日とする。 

（招集権者及び議長） 

第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 

２ 取締役社長に事故又は欠員あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序に

より、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 

第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算

書類及び連結計算書類に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定

めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主

に対して提供したものとみなすことができる。 

（決議の方法） 

第16条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出

席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 

２ 会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上に当

る多数をもって行う。 

（議決権の代理行使） 

第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人として、その議

決権を行使することができる。 

２ 前項の場合において、株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する

書面を当会社に提出しなければならない。 
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第４章 取締役及び取締役会 

（取締役の員数） 

第18条 当会社に取締役９名以内を置く。 

（取締役の選任） 

第19条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 

２ 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 

３ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 

（取締役の任期） 

第20条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までとする。 

２ 補欠又は増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満

了する時までとする。 

（取締役会の招集） 

第21条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の３日前ま

でに発する。但し、緊急の場合にはこれを短縮することができる。 

２ 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締

役会を開催することができる。 

（取締役会の決議の省略） 

第22条 当会社は、取締役会の決議事項について、取締役（当該決議事項につい

て議決に加わることができる者に限る｡）の全員が書面により同意の意思表示を

したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみな

すことができる。但し、監査役が当該決議事項について異議を述べたときはこ

の限りではない。 

（代表取締役） 

第23条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。但し、代表取締

役は金融商品取引業者の役員及び使用人以外の者でなければならない。 

（役付取締役） 

第24条 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長及び取締役副社

長各１名、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。 

（取締役会規則） 

第25条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定

める取締役会規則による。 
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（執行役員） 

第26条 当会社は、取締役会の決議によって執行役員を置くことができる。 

（相談役、顧問及び参与） 

第27条 当会社は、取締役会の決議によって相談役、顧問及び参与を置くことが

できる。 

（取締役の報酬等） 

第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財

産上の利益（以下「報酬等」という｡）は、株主総会の決議によって定める。 

 

第５章 監査役及び監査役会 

（監査役の員数） 

第29条 当会社に監査役４名以内を置く。 

（監査役の選任） 

第30条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 

２ 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 

（監査役の任期） 

第31条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までとする。 

２ 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退

任した監査役の任期の満了する時までとする。 

（常勤の監査役） 

第32条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 

（監査役会の招集） 

第33条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の３日前までに発する。

但し、緊急の場合にはこれを短縮することができる。 

２ 監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催

することができる。 

（監査役会規則） 

第34条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定

める監査役会規則による。 

（監査役の報酬等） 

第35条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 
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第６章 計  算 

（事業年度） 

第36条 当会社の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終る。 

（剰余金の配当） 

第37条 当会社は、株主総会の決議によって毎年３月31日の最終の株主名簿に記

録された株主又は登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。 

２ 当会社は、取締役会の決議によって毎年９月30日の最終の株主名簿に記録さ

れた株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。 

（配当金の除斥期間） 

第38条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満３年を経過した

ときに、当会社はその支払の義務を免れる。 

 

② 合併対価の換価の方法に関する事項 

1) 合併対価を取引する市場 

株式会社東京証券取引所市場第一部 

2) 合併対価の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者 

全国の各証券会社 

3) 合併対価の譲渡その他の処分に制限があるときは、その内容 

本合併に伴い、日証金の単元未満株式（100株未満の株式）を所有

することとなる株主の皆様については、当該単元未満株式について、

その株式数に応じて本合併の効力発生日以降の日を基準日とする配当

金を受領する権利はありますが、取引所金融商品市場において単元未

満株式を売却することはできません。日証金の単元未満株式を所有す

ることとなる株主の皆様は、単元未満株式に係る買取制度（取引所金

融商品市場で売却することができない１単元に満たない数の日証金の

普通株式を日証金が株主の請求により買取る制度です｡）をご利用す

ることができます。 

 

③ 合併対価の市場価格に関する事項 

日証金の過去６ヶ月間の月別最高・最低株価は以下のとおりです。 
 

月別 
平成24年
９月 

平成24年
10月 

平成24年
11月 

平成24年
12月 

平成25年 
１月 

平成25年 
２月 

最高（円) 383 379 402 561 630 661 

最低（円) 352 333 342 385 521 588 
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(3) 合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項 

該当事項はありません。 

 

(4) 日証金の最終事業年度に係る計算書類等の内容 

本招集ご通知19頁から42頁に記載のとおりであります。 

 

(5) 日証金の最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類

等の内容 

該当事項はありません。 

 

(6) 日証金における最終事業年度の末日後の重要な財産の処分、重大な債

務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象及びその

内容 

該当事項はありません。 

 

(7) 当社における最終事業年度の末日後の重要な財産の処分、重大な債務

の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象及びその内

容 

当社は、平成24年９月14日開催の取締役会において、株式会社野村総

合研究所が実施する株式会社だいこう証券ビジネス株式に対する公開買

付けに応募することを決議し、当社所有の全株式（4,985,445株）を売却

いたしました。この結果、平成25年３月期第３四半期に特別利益（投資

有価証券売却益）330百万円を計上いたしました。 

 



　

事　 業　 報　 告

(平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで)

　

１．当社グループの現況に関する事項

(1) 事業の経過およびその成果

当期におけるわが国経済を顧みますと、平成23年３月11日に発生した東日

本大震災の影響に加え、欧州財政問題の深刻化などから景気は不透明な状況

が続きましたが、世界的な金融緩和などを背景に持ち直す場面もみられまし

た。

株式市場についてみますと、期初9,708円で始まった日経平均株価は、米国

経済指標の改善などから一時的に１万円台を回復する場面もみられましたが、

８月に入ると欧州の財政問題再燃や米国債の格下げなどから急落し、11月25

日には当期 安値となる8,160円をつけました。しかし、１月以降は世界的な

金融緩和の流れを受け上昇に転じ、３月27日には当期 高値となる10,255円

をつけ、期末は10,083円で取引を終えました。この間、東証第一部１日平均

売買高は18億65百万株と前期比１億77百万株減少し、同売買代金も１兆1,607

億円と前期比2,428億円減少しました。

こうしたなか、東京市場における制度信用取引買い残高は、６月中旬には

当期ピークとなる１兆2,600億円台に達しましたが、８月以降の株価下落に伴

う個人投資家の投資余力の低下や年明けの株価回復局面での利益確定売りか

ら、期末は9,900億円台まで縮小しました。一方、同売り残高は、８月以降の

株価下落で買戻しが進み、11月下旬には当期ボトムとなる2,600億円台まで落

ち込みましたが、１月以降の株価回復とともに残高は増加に転じ、期末は

3,900億円台となりました。

次に公社債市場についてみますと、新発10年国債の利回りは、東日本大震

災の復興のための財政出動を見越し、４月中旬に1.328％まで上昇しましたが、

その後は世界経済の先行き不安から低下基調を辿り、８月には１％を割り込

みました。株式相場の反発や国債の高値警戒感から一時的に上昇する場面も

ありましたが、12月以降は概ね１％を下回る水準で推移し、期末は0.984％と

なりました。
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添付資料 
（日証金の最終事業年度に係る計算書類等の内容） 



このような環境下にあって、当社グループの貸付金総残高（期中平均）は

4,227億円と前期比2,346億円減少しました。

連結営業収益は、貸借取引業務における貸付金利息および有価証券貸付料

が減収となったことから20,229百万円（前期比11.5％減）となりました。同

営業費用は、支払利息および有価証券借入料が減少したことから9,634百万円

（同14.9％減）、一般管理費は、7,554百万円（同4.0％減）となり、この結

果同営業利益は3,039百万円（同16.9％減）となりました。

連結経常利益は、持分法適用関連会社の株式会社ＪＢＩＳホールディング

スが大手システム会社による公開買付けを軸とする同社事業の再編成の過程

で多額の損失を計上したことをうけ、持分法による投資損失（営業外費用）

868百万円を計上したことから、2,387百万円（同28.7％減）となりました。

さらに、本公開買付けへの応募による関係会社株式売却損（特別損失）360百

万円を計上したほか、法人税等の税金費用が嵩んだことから、同当期純利益

は779百万円（同77.7％減）となりました。

　

次に業務別の営業概況をご報告いたします。

①証券金融業　

貸借取引業務においては、低調な市場動向を映じ貸借取引貸付金が期中平

均で2,180億円と前期比753億円減少したほか、平成22年11月下旬に貸付金利

を引き下げたこともあり、貸付金利息は減収となりました。また、貸借取引

貸付有価証券も期中平均で同433億円減の1,846億円となり、有価証券貸付料

も減収となりました。この結果、当業務の営業収益は6,756百万円（同24.3％

減）となりました。

公社債貸付・一般貸付業務においては、金融商品取引業者向け一般貸付お

よび一般信用ファイナンスの残高が増加し、期中平均残高は508億円（うち一

般信用ファイナンス分203億円）と前期比50億円の増加となりましたが、貸付

金利の低下から当業務の営業収益は827百万円（同21.0％減）となりました。

有価証券貸付業務においては、債券営業部門は成約の増加により有価証券

貸付料および借入有価証券代り金利息ともに増収となったものの、一般貸株

部門は受渡遅延回避目的の借株需要が減少したことから有価証券貸付料が減

収となり、当業務の営業収益は1,701百万円（同3.0％減）となりました。

その他の収益は、保有国債の利息収入を中心に、5,901百万円（同1.2％増）

となりました。
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②信託銀行業　

信託銀行業務においては、過年度に減損処理を行っていたＣＤＯ（債務担

保証券）に係る売却益を計上したものの、貸付金が期中平均で1,413億円と政

府向け貸出を中心に前期比1,624億円減少したことから、当業務の営業収益は

4,224百万円（同3.1％減）となりました。

③不動産賃貸業　

不動産賃貸業務においては、稼働率の低下や賃貸料水準の下落により賃貸

料等が減収となり、当業務の営業収益は818百万円（同12.0％減）となりまし

た。
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○当社グループ貸付金の状況（平均残高）

 
第101期

（前　期）

第102期

（当　期）

  

増減額 増減率

 億円 億円 億円 ％

貸 借 取 引 貸 付 金 2,934 2,180 △753 △25.7

公社債貸付金・一般貸付金

（うち一般信用ファイナンス）

458

(184)

508

(203)

50

(19)

11.0

(10.5)

信 託 銀 行 貸 付 金 3,037 1,413 △1,624 △53.5

そ の 他 の 貸 付 金 144 125 △18 △13.1

合 計 6,574 4,227 △2,346 △35.7

（参　考）

貸 借 取 引 貸 付 有 価 証 券
2,280 1,846 △433 △19.0

　

○当社グループ業務別営業収益の状況

　
 

第101期

（前　期）

第102期

（当　期）

  

　 増減額 増減率

　  百万円 百万円 百万円 ％

証 券 金 融 業 17,558 15,186 △2,371 △13.5

　 貸 借 取 引 業 務 8,922 6,756 △2,166 △24.3

　 公社債貸付・一般貸付業務 1,047 827 △220 △21.0

　 有 価 証 券 貸 付 業 務 1,754 1,701 △53 △3.0

　  一 般 貸 株 331 219 △112 △33.9

　  債 券 営 業 1,422 1,482 59 4.2

　 そ の 他 5,834 5,901 67 1.2

信 託 銀 行 業 4,360 4,224 △135 △3.1

不 動 産 賃 貸 業 930 818 △111 △12.0

合 計 22,848 20,229 △2,619 △11.5

― (22) ―



(2) 対処すべき課題　

欧州財政問題の深刻化懸念が世界経済の不安要因として意識されるなか、

東日本大震災により深刻な打撃を受けたわが国経済は、電力供給問題をはじ

め引き続き多くの課題を抱えており、未だ予断を許さない状況にあります。

当社グループを取り巻く環境も依然として厳しさが払拭できないものと予想

されます。

また、証券市場を通じて業務展開する当社にとりましては、今後予定され

ている株式会社東京証券取引所グループと株式会社大阪証券取引所の経営統

合の影響を受ける可能性があり、その動向について注視していく必要があり

ます。

当社は、今般、平成24年度を初年度とする期間３年の第３次中期経営計画

を策定いたしました。昨年度まで取り組んでまいりました第２次中期経営計

画の結果を踏まえ、引き続き「証券金融の専門機関として、常にその公共的

役割を強く認識し、証券市場の発展に貢献することを使命とする」という企

業理念のもと、社会的信頼の確立、証券市場のインフラを担う企業として求

められる強固な自己資本の維持、株主の皆様への長期安定的な利益還元の実

施などを経営方針として掲げております。また、貸借取引の利便性向上やグ

ループ内の組織・業務運営の効率化に注力するとともに、新たに「営業推進

会議」を設けて組織横断的に顧客ニーズを把握し、収益基盤の強化を図って

まいります。

関係会社につきましては、子会社の日証金信託銀行株式会社は、証券会社

等の業務インフラを支える信託銀行として、証券関連サービスを中心とした

信託業務や融資業務を通じ、多様なお客様のニーズにお応えしながら、経営

体力に見合った適切な銀行機能の発揮に努めていくこととしております。ま

た、持分法適用関連会社の株式会社ＪＢＩＳホールディングスは、本年３月

に実施された公開買付けにより大手システム会社の子会社となり、同社との

協業を通じて高い技術力や幅広い顧客基盤を活かしながら、さらなる企業価

値の向上を図ることとしております。

株主の皆様におかれましては、引き続きご支援とご指導を賜りますようお

願い申し上げます。
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(3) 直前３事業年度の財産および損益の状況

①当社グループ

区 分
第99期

( 20.4.１から
21.3.31まで )

第100期

( 21.4.１から
22.3.31まで )

第101期

( 22.4.１から
23.3.31まで )

第102期(当期)

( 23.4.１から
24.3.31まで )

連 結 営 業 収 益 44,299百万円 27,868百万円 22,848百万円 20,229百万円

連 結 経 常 利 益 △5,479百万円 5,182百万円 3,345百万円 2,387百万円

連 結 当 期 純 利 益 △7,503百万円 3,572百万円 3,492百万円 779百万円

１ 株 当 た り
連 結 当 期 純 利 益

△80円33銭 38円59銭 37円73銭 8円41銭

純 資 産 107,232百万円 112,656百万円 114,927百万円 115,546百万円

１ 株 当 た り
純 資 産 額

1,158円32銭 1,217円12銭 1,241円67銭 1,245円83銭

　

②当社

区 分
第99期

( 20.4.１から
21.3.31まで )

第100期

( 21.4.１から
22.3.31まで )

第101期

( 22.4.１から
23.3.31まで )

第102期(当期)

( 23.4.１から
24.3.31まで )

営 業 収 益 34,938百万円 20,940百万円 17,639百万円 15,276百万円

経 常 利 益 3,899百万円 4,012百万円 2,553百万円 1,391百万円

当 期 純 利 益 2,657百万円 2,512百万円 1,613百万円 1,229百万円

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

28円30銭 26円99銭 17円34銭 13円20銭

純 資 産 105,344百万円 108,979百万円 109,730百万円 109,821百万円

１ 株 当 た り
純 資 産 額

1,132円09銭 1,171円17銭 1,179円27銭 1,180円26銭

― (24) ―



(4) 主要な事業内容（平成24年３月31日現在）

　当社グループは、金融商品取引法に基づき内閣総理大臣の免許を受けて行

っている貸借取引業務を始め、次の業務を行っております。

①証券金融業　

貸 借 取 引 業 務 制度信用取引の決済に必要な資金や株券の貸付

公社債貸付・一般貸付業務
金融商品取引業者向けの有価証券等を担保とした資金の貸付

個人・一般事業法人向けの証券担保ローン

　 一般信用ファイナンス 一般信用取引の決済に必要な資金の貸付　

有 価 証 券

貸 付 業 務

債 券 営 業 債券貸借取引

一 般 貸 株 株式売買取引の決済などに必要な株券の貸付

　

②その他　

信 託 銀 行 業
顧客分別金信託、有価証券信託等の信託業務および預

金・貸出等の銀行業務

不 動 産 賃 貸 業 当社グループ所有の不動産の賃貸・管理

　

(5) 営業所（平成24年３月31日現在）

①当社

本　　店 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番10号

　

②子会社

日証金信託銀行株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番４号

日本ビルディング株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番４号

　

(6) 使用人の状況（平成24年３月31日現在）

①当社グループ

事業区分 使用人数（名） 前期末比

　証券金融業 205[2] 6名減[増減なし]

　信託銀行業 37[0] 1名増[1名減]

　不動産賃貸業 18[0] 1名増[1名減]

合      計 260[2] 4名減[2名減]

（注）１．使用人数は就業人員数（当社グループから当社グループ外への出向者を除く）で

あり、執行役員を含んでおりません。また、臨時従業員は[ ]内に年間の平均人員

数を外数で記載しております。

２．臨時従業員には、派遣社員およびパートタイマーが含まれています。　
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②当社

使用人数（名） 前期末比 平均年齢 平均勤続年数

205[2] 6名減[増減なし] 40歳1ヵ月 16年11ヵ月

（注）１．使用人数は就業人員数（当社から社外への出向者を除く）であり、執行役員を含

んでおりません。また、臨時従業員は[ ]内に年間の平均人員数を外数で記載して

おります。

２．臨時従業員には、派遣社員およびパートタイマーが含まれています。

　

(7) 子会社の状況（平成24年３月31日現在）

会　社　名 資本金 出資比率 主要な事業内容

日証金信託銀行株式会社 140億円 100％ 信託銀行業

日本ビルディング株式会社 1億円 100％ 不動産賃貸業

（注）１．関連会社は次のとおりであります。

・株式会社ＪＢＩＳホールディングス（日本電子計算株式会社を傘下に持つ持株

会社）

・ジェイエスフィット株式会社

　　　２．当社は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データが実施した、株式会社ＪＢＩＳホー

ルディングスの株式の公開買付けに応募し、平成24年３月23日付で所有する株式

の一部を売却いたしました。なお、同社は引き続き当社の持分法適用関連会社で

あります。

　

(8) 主要な借入先および借入額（平成24年３月31日現在）

借　入　先 借　入　額

株式会社みずほコーポレート銀行 1,800億円

株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 460億円
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２．株式に関する事項（平成24年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 200,000千株

(2) 発行済株式の総数 93,700千株

(3) 株主数 9,127名

(4) 大株主（上位10名）

株　　主　　名 持　株　数 持 株 比 率

 千株 ％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口 ) 7,024 7.5

N O R T H E R N  T R U S T  G L O B A L  S E R V I C E S

L T D  R E  N O R W E G I A N  C L I E N T S  A C C O U N T
5,455 5.8

株 式 会 社 み ず ほ コ ー ポ レ ー ト 銀 行 4,374 4.7

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 3,557 3.8

公 益 財 団 法 人 資 本 市 場 振 興 財 団 3,531 3.7

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 3,093 3.3

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口４) 2,879 3.0

B B H  F O R  S E I  I N S T  I N V E S T M E N T S  T R U S T

W O R L D 　 E Q U I T Y  E X - U S  F U N D  /  J O  H A M B R O
2,467 2.6

日 本 証 券 代 行 株 式 会 社 1,460 1.5

S T A T E  S T R E E T  B A N K  A N D  T R U S T  C O M P A N Y  5 0 5 1 0 3 1,448 1.5

（注）持株比率は自己株式（651,858株）を発行済株式の総数から控除して計算しております。
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３．会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の状況（平成24年３月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 社 長
（代表取締役）

増 渕 　 稔  

取締役副社長
（代表取締役）

松 田 広 光 監査部 コンプライアンス統括部担当

専 務 取 締 役
（代表取締役）

小 林 英 三 リスク管理部担当

専 務 取 締 役 橋 本 泰 久 総務部 経理部 関係会社担当

常 務 取 締 役 奈 須 野 　 　 　 博 企画部 決済管理部 システム企画部担当

常 務 取 締 役 朝 倉 　 洋 資金証券部 貸借取引部 融資部担当

取 締 役 今 井 　 敬 　

取 締 役 菅 野 　 明 　

取 締 役 越 田 弘 志 　

常 勤 監 査 役 水 野 　 潮  

常 勤 監 査 役 井 口 雅 夫  

監 査 役 神 山 敏 夫 神山公認会計士事務所代表（所長）

(注)１．取締役今井敬氏、菅野明氏および越田弘志氏の３氏は、社外取締役であります。

２．常勤監査役水野潮氏および監査役神山敏夫氏は、社外監査役であります。

３．監査役神山敏夫氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会

計に関する相当程度の知見を有するものであります。

４．取締役今井敬氏、菅野明氏および越田弘志氏ならびに常勤監査役水野潮氏および監

査役神山敏夫氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

５．上記のほか、取締役および監査役の重要な兼職の状況は次のとおりであります。（社

外取締役および社外監査役については、(3) 社外役員に関する事項に記載しており

ます。）

【取締役】

氏 名 重 要 な 兼 職 の 状 況

増 渕 　 稔
日本ビルディング株式会社　取締役
日本電子計算株式会社　取締役
東京製綱株式会社　取締役
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氏 名 重 要 な 兼 職 の 状 況

小 林 英 三
クロスプラス株式会社　取締役
株式会社ＳＢＪ銀行　取締役

橋 本 泰 久 日本証券代行株式会社　取締役（※）

奈須野　　　博
株式会社ＪＢＩＳホールディングス　監査役
日本証券代行株式会社　監査役（※）

朝 倉 　 洋 日本電子計算株式会社　監査役

※ 平成24年４月２日付で退任しております。　

　

(2) 取締役および監査役の報酬等の額

区 分 人 数 報 酬 等 の 額

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

９名
（３名）

274,960千円
（19,800千円）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

４名
（２名）

59,400千円
（33,000千円）

合 計 13名 334,360千円

（注）１．平成20年６月26日開催の第98回定時株主総会において、取締役の報酬額は１事業

年度あたり３億7,600万円以内（うち社外取締役分2,800万円以内）、監査役の報

酬額は１事業年度あたり7,800万円以内と決議いただいております。

　　　２．上記には、取締役６名（うち社外取締役０名）に対する当事業年度に係る取締役

賞与支給予定額22,240千円が含まれております。

　　　３．当社は取締役および監査役の報酬に関する方針を次のとおり定めております。

【業務執行取締役】

・会社業績と報酬の連動性を高める観点から、月額報酬の一定割合を当社株式取

得目的の報酬として支給し、役員持株会に毎月拠出することとする。本報酬制

度の一環として取得した当社株式について、原則として退任時まで保有するも

のとする。

・役員賞与については、毎期の業績に対する経営責任を明確にする観点から、業

績連動型報酬として業務執行取締役に対してのみ支給する。

【業務執行取締役以外の取締役（社外取締役等）および監査役】

・固定の月額報酬のみとし、役員賞与の支給は行わない。　
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(3) 社外役員に関する事項

①社外役員の重要な兼職の状況および当社と兼職先との関係

地 位 氏 名 重 要 な 兼 職 の 状 況

社外取締役

今 　 井 　 　 　 敬

日本電信電話株式会社 取締役

日本テレビ放送網株式会社 取締役

日本生命保険相互会社 監査役

株式会社東京金融取引所 取締役　

菅 　 野 　 　 　 明 綜合警備保障株式会社 取締役　

越  田  弘  志
株式会社かんぽ生命保険　取締役

パラマウントベッド株式会社　取締役　

社外監査役 神  山  敏  夫
神山公認会計士事務所 代表（所長）

株式会社日本会計士学館 代表取締役社長

　　（注）社外役員の兼職先とは、特別な関係はありません。

 　

②当事業年度における主な活動状況

地 位 氏 名 当事業年度における主な活動状況

社外取締役

今 　 井 　 　 　 敬

当事業年度開催の取締役会11回のうち10回に出

席し、主に経済界における豊富な経験と幅広い

見識に基づき、質問・助言を行っております。

菅 　 野 　 　 　 明

当事業年度開催の取締役会11回のうち９回に出

席し、主に金融界における豊富な経験と幅広い

見識に基づき、質問・助言を行っております。

越  田  弘  志

当事業年度開催の取締役会11回すべてに出席し、

主に証券界における豊富な経験と幅広い見識に

基づき、質問・助言を行っております。

社外監査役

水 野 　 潮

当事業年度開催の取締役会11回、監査役会10回

すべてに出席し、主に証券界における豊富な経

験と幅広い見識に基づき、常勤監査役として取

締役の職務の執行を監査するために必要な発言

を行っております。

神  山  敏  夫

当事業年度開催の取締役会11回、監査役会10回

すべてに出席し、主に公認会計士としての専門

的見地から、質問・助言を行っております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成24年３月31日現在）

（単位:百万円）

資 　産 　の 　部 負　 債　 の　 部

科　　　目 金  　額 科　　　目 金  　額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

有 価 証 券

短 期 貸 付 金

貸 付 有 価 証 券

保 管 有 価 証 券

寄 託 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

借入有価証券代り金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

器 具 及 び 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

社 内 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

3,965,288

20,107

1,934,129

453,784

260,080

31,379

134,968

401

1,127,046

4,191

△802

965,996

6,390

2,662

301

3,305

18

101

1,032

1,010

22

958,573

957,911

203

1,480

△1,020

流 動 負 債 4,802,861

コ ー ル マ ネ ー 1,388,600

短 期 借 入 金 1,829,210

1年内返済予定の長期借入金 4,000

コマーシャル・ペーパー 33,500

未 払 法 人 税 等 398

賞 与 引 当 金 408

役 員 賞 与 引 当 金 43

貸付有価証券代り金 1,100,016

預り担保有価証券 241,035

借 入 有 価 証 券 184,389

貸付有価証券見返 1,003

そ の 他 20,255

固 定 負 債 12,877

長 期 借 入 金 7,500

繰 延 税 金 負 債 2,240

再評価に係る繰延税金負債 86

退 職 給 付 引 当 金 2,301

役員退職慰労引当金 89

資 産 除 去 債 務 45

そ の 他 614

負 債 合 計 4,815,738

純　資　産　の　部

株 主 資 本 110,889

資 本 金 10,000

資 本 剰 余 金 5,181

利 益 剰 余 金 96,312

自 己 株 式 △604

その他の包括利益累計額 4,657

その他有価証券評価差額金 4,501

土地再評価差額金 155

純 資 産 合 計 115,546

資 産 合 計 4,931,285 負 債 純 資 産 合 計 4,931,285

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで)

（単位:百万円）

科　　　　　目 金　　　　　額

営 業 収 益 　 20,229

貸 付 金 利 息 3,223 　

借 入 有 価 証 券 代 り 金 利 息 1,816 　

有 価 証 券 貸 付 料 4,648 　

そ の 他 10,541 　

営 業 費 用  9,634

支 払 利 息 5,087 　

有 価 証 券 借 入 料 3,540 　

そ の 他 1,006 　

営 業 総 利 益 　 10,594

一 般 管 理 費 　 7,554

営 業 利 益 　 3,039

営 業 外 収 益 　 217

受 取 利 息 及 び 配 当 金 127 　

賃 貸 料 51 　

雑 収 入 38 　

営 業 外 費 用 　 869

支 払 利 息 0 　

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 868 　

雑 支 出 0 　

経 常 利 益 　 2,387

特 別 利 益 　 1

投 資 有 価 証 券 売 却 益 1 　

特 別 損 失 　 454

固 定 資 産 除 却 損 2 　

投 資 有 価 証 券 売 却 損 50 　

関 係 会 社 株 式 売 却 損 360 　

投 資 有 価 証 券 評 価 損 41 　

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 　 1,934

法人税、住民税及び事業税 816 　

法 人 税 等 調 整 額 339 1,155

少数株主損益調整前当期純利益 　 779

少 数 株 主 利 益 　 －

当 期 純 利 益 　 779

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで)

（単位:百万円）

 
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

平成23年４月１日　期首残高 10,000 5,181 96,835 △663 111,353

連結会計年度中の変動額 　 　 　 　 　

剰 余 金 の 配 当 　 　 △1,302 　 △1,302

当 期 純 利 益 　 　 779 　 779

自 己 株 式 の 取 得 　 　 　 △0 △0

持 分 法 適 用 会 社 に 対 す る
持分変動に伴う自己株式の増減

　 　 　 60 60

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

　 　 　 　 　

連結会計年度中の変動額合計 － － △523 59 △463

平成24年３月31日　期末残高 10,000 5,181 96,312 △604 110,889

　 （単位:百万円）

 

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

土地再評価
差　額　金

その他の包括利益
累 計 額 合 計

平成23年４月１日　期首残高 3,430 143 3,573 114,927

連結会計年度中の変動額 　 　 　 　

剰 余 金 の 配 当 　 　 　 △1,302

当 期 純 利 益 　 　 　 779

自 己 株 式 の 取 得 　 　 　 △0

持 分 法 適 用 会 社 に 対 す る
持分変動に伴う自己株式の増減 　 　 　 60

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

1,071 12 1,083 1,083

連結会計年度中の変動額合計 1,071 12 1,083 619

平成24年３月31日　期末残高 4,501 155 4,657 115,546

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表
（平成24年３月31日現在）

（単位:百万円）

資　 産 　の 　部 負　 債 　の　 部

科      目 金    額 科      目 金    額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

コ ー ル ロ ー ン

有 価 証 券

貸 借 取 引 貸 付 金

一 般 貸 付 金

そ の 他 の 貸 付 金

貸借取引貸付有価証券

その他の貸付有価証券

保 管 有 価 証 券

寄 託 有 価 証 券

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

借入有価証券代り金

未 収 収 益

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

器 具 及 び 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

差 入 保 証 金

社 内 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

3,282,586

754

50,000

1,318,655

241,035

96,488

18,000

259,058

1,021

31,379

134,968

71

248

1,128,069

1,963

1,254

△384

808,225

1,828

640

235

830

16

105

744

724

20

805,651

778,208

26,893

61

286

203

203

△205

流 動 負 債 3,974,860

コ ー ル マ ネ ー 1,050,100

短 期 借 入 金 1,424,170

コマーシャル・ペーパー 33,500

未 払 費 用 314

未 払 法 人 税 等 363

賞 与 引 当 金 362

役 員 賞 与 引 当 金 43

貸 借 取 引 担 保 金 19,223

貸付有価証券代り金 1,020,026

預 り 金 107

預り担保有価証券 241,035

借 入 有 価 証 券 184,389

貸付有価証券見返 1,003

前 受 収 益 82

そ の 他 136

固 定 負 債 6,129

長 期 借 入 金 2,000

繰 延 税 金 負 債 1,755

再評価に係る繰延税金負債 86

退 職 給 付 引 当 金 2,178

役員退職慰労引当金 53

資 産 除 去 債 務 45

そ の 他 10

負 債 合 計 3,980,989

純　資　産　の　部

株 主 資 本 104,649

資 本 金 10,000

資 本 剰 余 金 5,181

資 本 準 備 金 5,181

利 益 剰 余 金 89,973

利 益 準 備 金 2,278

その他利益剰余金 87,695

配当引当積立金 2,030

別 途 積 立 金 77,030

繰越利益剰余金 8,635

自 己 株 式 △505

評価・換算差額等 5,172

その他有価証券評価差額金 5,016

土地再評価差額金 155

純 資 産 合 計 109,821

資 産 合 計 4,090,811 負 債 純 資 産 合 計 4,090,811

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで)

（単位:百万円）

科          目 金          額

営 業 収 益 　 15,276

貸 付 金 利 息 2,568 　

借 入 有 価 証 券 代 り 金 利 息 1,803 　

受 取 手 数 料 436 　

有 価 証 券 貸 付 料 4,642 　

そ の 他 5,824 　

営 業 費 用 　 8,311

支 払 利 息 3,930 　

支 払 手 数 料 616 　

有 価 証 券 借 入 料 3,539 　

そ の 他 225 　

営 業 総 利 益 　 6,964

一 般 管 理 費 　 5,855

営 業 利 益 　 1,108

営 業 外 収 益 　 282

受 取 利 息 及 び 配 当 金 212 　

賃 貸 料 51 　

雑 収 入 18 　

営 業 外 費 用 　 0

雑 支 出 0 　

経 常 利 益 　 1,391

特 別 利 益 　 925

関 係 会 社 株 式 売 却 益 925 　

特 別 損 失 　 43

固 定 資 産 除 却 損 1 　

投 資 有 価 証 券 評 価 損 41 　

税 引 前 当 期 純 利 益 　 2,273

法人税、住民税及び事業税 730 　

法 人 税 等 調 整 額 313 1,044

当 期 純 利 益 　 1,229

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで)

（単位:百万円）

 

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計配当引当
積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成23年４月１日
期 首 残 高

10,000 5,181 2,278 2,030 77,030 8,709 90,047 △505 104,723

事業年度中の変動額 　 　 　 　 　 　 　 　 　

剰余金の配当 　 　 　 　 　 △1,302 △1,302 　 △1,302

当 期 純 利 益 　 　 　 　 　 1,229 1,229 　 1,229

自己株式の取得 　 　 　 　 　 　 　 △0 △0

株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額(純額)

　 　 　 　 　 　 　 　 　

事業年度中の変動額合計 － － － － － △73 △73 △0 △74

平成24年３月31日
期 末 残 高

10,000 5,181 2,278 2,030 77,030 8,635 89,973 △505 104,649

　 （単位:百万円）

 

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成23年４月１日
期 首 残 高

4,863 143 5,006 109,730

事業年度中の変動額 　 　 　 　

剰余金の配当 　 　 　 △1,302

当 期 純 利 益 　 　 　 1,229

自己株式の取得 　 　 　 △0

株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額(純額)

152 12 165 165

事業年度中の変動額合計 152 12 165 91

平成24年３月31日
期 末 残 高

5,016 155 5,172 109,821

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

 独立監査人の監査報告書  

 平成24年５月９日 

 日本証券金融株式会社  

 取締役会　御中  

 東 陽 監 査 法 人  

 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 勝 野 成 紀 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 小 林 伸 行 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 酒 井 宏 暢 

 

 　
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本証券金融株式会

社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の連結計算書
類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表について監査を行った。
　

連結計算書類に対する経営者の責任　
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不
正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示する
ために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　

監査人の責任　
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場か

ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国に
おいて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについ
て合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施す
ることを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適
用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもの
ではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方
法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書
類の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと

判断している。
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監査意見　
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、日本証券金融株式会社及び連結子会社か
らなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべて
の重要な点において適正に表示しているものと認める。
　

利害関係　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。
　

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

 独立監査人の監査報告書  

 平成24年５月９日 

 日本証券金融株式会社  

 取締役会　御中  

 東 陽 監 査 法 人  

 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 勝 野 成 紀 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 小 林 伸 行 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 酒 井 宏 暢 

 

 　
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本証券金融

株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第102期事業年度の
計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
　

計算書類等に対する経営者の責任　
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。
これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明
細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
　

監査人の責任　
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場か

ら計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法
人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査

証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断によ
り、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその
附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討
することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと

判断している。
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監査意見　
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附
属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
　

利害関係　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。
　

以　上　
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監査役会の監査報告

 監　査　報　告　書  

 　当監査役会は、平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第102期事業

年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ

き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

　

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執

行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針

等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情

報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な

会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告

を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、営業所に

おいて業務及び財産の状況を調査いたしました。また、取締役の職務の執

行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の

業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１

項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決

議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況を監視及び検

証いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思

疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け、

その業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該

事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し

ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査

人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社

計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平

成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、

必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係

る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注

記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損

益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いた

しました。
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 ２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行に

ついても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

 

 平成24年５月10日  

 日本証券金融株式会社　監査役会  

 

常勤監査役
(社外監査役) 水 野 　 潮 

常勤監査役 井 口 雅 夫 

社外監査役 神 山 敏 夫 

 

以　上
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 第２号議案 自己株式（第一種優先株式）取得の件 

１．提案の理由 

当社と日証金が締結した本合併契約上、当社がその発行済第一種優先株

式の全てを取得のうえ消却することを停止条件として、本合併の効力が生

じるものとされています（詳しくは第１号議案「２．合併契約の内容の概

要」をご参照下さい｡)。そのため、当社は、下記「２．自己株式（第一種

優先株式）取得の概要」に記載される内容にて、第一種優先株式を取得し

たいと存じます。 

株主の皆様におかれましては、何卒本合併の趣旨（詳しくは第１号議案 

｢１．合併を行う理由」をご参照下さい｡）にご賛同いただき、本合併実施

のための自己株式（第一種優先株式）取得につきましても、ご承認を賜り

ますようお願い申し上げます。 

 

２．自己株式（第一種優先株式）取得の概要 

(1) 取得する株式の種類：第一種優先株式 

(2) 取得する株式の数：15,000,000株 

(3) 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及びその総額：3,165百万円

(4) 株式を取得することができる期間：平成25年３月29日開催の臨時株主

総会終結の時から平成25年７月21日まで 

 

以 上 
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普通株主様による種類株主総会参考書類 
 

議案及び参考事項 

 

 議   案 当社と日本証券金融株式会社との合併契約承認の件 

臨時株主総会参考書類の３頁から42頁に記載の第１号議案「当社と日本証

券金融株式会社との合併契約承認の件」の内容と同一です。 

 

以 上 

  



― (45) ― 

 
メ モ 欄 
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メ モ 欄 
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メ モ 欄 

 

 

 



 

株主総会会場ご案内略図 
 
 

大阪市中央区北浜二丁目４番６号

大証金ビルディング６階 会議室
 

 

 

交 通 機 関 京 阪 電 鉄 「北 浜 駅」下車 徒歩約５分 

       地下鉄(堺 筋 線) 「北 浜 駅」下車 徒歩約５分 

       地下鉄(御堂筋線) 「淀屋橋駅」下車 徒歩約10分 
 
なお、駐車場の準備はいたしておりませんので、あしからずご了承

下さいますようお願い申し上げます。 

 


